
よくある質問（９月９日更新） 

 

Ｑ１ 週１回の検査実施の場合は補助対象とならないか。 

Ａ１ 補助対象とならない。補助対象は原則として週２回の検査実施のみであ

る。 

 

Ｑ２ 週１回しか勤務していない職員等がいる。この職員等については週１回

の検査実施でよいか。 

Ａ２ 対象職員等の勤務日数は問わないが、検査は原則として週２回実施して

いただく必要がある。 

 

Ｑ３ 頻回検査の対象者を教えてほしい。清掃や調理など雇用関係にない方も

検査対象の職員等に含めてよいか。 

Ａ３ 施設・事業所に勤務する職員等が検査の対象となる。なお、集団感染防止

の観点から、利用者との接触が想定される事務職員、清掃や調理など雇用関

係にない委託職員、非常勤の職員も対象とする。 

 

Ｑ４ ７月２３日の週からの検査実施は難しい。途中の週からの検査実施では

ダメか。 

Ａ４ 構わない。補助対象となる。 

 

Ｑ６ ９月１６日以降の週からの検査実施でも補助対象となるか。 

Ｑ６ ９月３０日まで実施していれば補助対象とする。 

 

Ｑ７ 当初、９月１６日までの実施としていたはず。９月１６日以降は実施でき

ない。その場合は補助対象となるか。 

Ａ７ 原則として９月１６日まで検査を実施していれば補助対象とする。 

 

Ｑ８ 抗原検査法の簡易キット、定量キットで検査を行った場合は補助対象か。 

Ａ８ 簡易キットは補助対象、定量キットは補助対象外である。 

 

Ｑ９ 週当たりの検査実績の報告が必要とされているが、いつ、どのように報告

すればよいのか。 

Ａ９ 前半の４週間（7/23～8/20）分、中間の４週間（8/21～9/16）分、後半の

２週間（9/17～9/30)分を３回に分けてご報告いただく予定である。このた

め、１週間当たりの検査実績（検査件数、抗原検査による陽性判定数、陽性



確定数）を記録しておく必要がある。 

 

Ｑ10 以前に県から配布された抗原検査キットを頻回検査に使用してよいか。

その場合は補助対象となるのか。 

Ａ10 配布された抗原検査キットを頻回検査に使用しても構いません。  

   また、今回の補助は、抗原検査キットの購入費用に対するものであるため、

配布されたものは補助対象となりません。ただし、配布されたもの以外で、

購入した抗原検査キットを使用した場合は、購入した抗原検査キット分の

み補助対象となります。 

 

Ｑ11 頻回検査は、必ず実施する必要があるのか。 

Ａ11 頻回検査の実施は義務ではなく、各施設・事業所で御判断いただくことに

なるが、高齢者施設等では、職員や利用者等による外部からの持ち込みによ

り、感染拡大が見られていることから、補助金を御活用いただき、是非、積

極的に実施していただきたい。 

 

Ｑ12 検査を拒否する職員は受けさせなくてよいか。 

Ａ12 検査を拒否する職員の方に無理に受けていただく必要はない。 

 

Ｑ13 補助対象となる検査の方法は、抗原定性検査のみか。それとも、ＰＣＲ検

査を実施しても補助対象となるのか。 

Ａ13 今回の頻回検査は、迅速に検査結果が判明する抗原定性検査キットによ

る検査とする。このため、補助対象となるのは抗原定性検査キットの購入経

費のみである。 

 

Ｑ14 補助額は、次の①と②を比較して、いずれか低い方の額である旨が示され

ているが、頻回検査のために使用した抗原検査キットについて、施設・事業

所が異なる単価で購入したものである場合には、どのように計算すればよ

いか。 

  ①単価 1,500 円（税込）×頻回検査のために使用した数（職員数×10 週×

週 2回を上限とする。） 

  ②施設・事業所の抗原検査キット購入単価×頻回検査のために使用した数

（職員数×10週×週 2回を上限とする。） 

Ａ15 頻回検査のために使用した抗原検査キットについて、施設・事業所が異な



る単価で購入したものである場合についても、以下の例のように①と②を

比較して、いずれか低い方の額が補助額となる。 

 【例】単価 1,650円（税込）で購入した抗原検査キットを 600個使用 

    単価 1,100円（税込）で購入した抗原検査キットを 1,000個使用 

 

 ① 1,500円（税込）×1,600個＝2,400,000円 

 ② （1,650円（税込）×600個）＋（1,100 円（税込）×1,000個）＝2,090,000

円 

 →②のほうが低いため、②の 2,090,000円が補助額となる。 

（注）頻回検査のために使用した数は上限（職員数×10 週×週 2 回）以下であ

るものとする。 

 

Ｑ16 補助対象となるのは、週２回の検査を実施した場合とされているが、退職

や濃厚接触者となったこと、陽性者となったことなど特別な事情により、当

該職員のみ週２回の検査ができない週が生じてしまった場合も補助対象と

ならなくなってしまうのか。 

Ａ16 特別な事情により特定の職員のみ週２回の検査ができない週が生じてし

まったとしても、他の職員が週２回の検査を実施していれば、補助対象とな

る。 

 

 


